
710 287 197 232

政策経営部 13 2

総務部 44 10 13 21

施設管理部 13 4

区民部 124 91 33 57

文化商工部 55 3 2 7

清掃環境部 26 2 1 2

保健福祉部 218 123 101 97

池袋保健所 32 7 10 30

子ども家庭部 77 16 15 4

都市整備部 107 30 22 11

会計管理室 1 1 1

教育委員会 75 18 7 6

教育総務部 75 18 7 6

6 2 7

791 307 204 245

区     長

選挙管理委員会

監査委員

合　   計

Ⅲ　個人情報保護制度の実施状況（平成26年4月～平成27年3月）

1  個人情報ファイル登録等の状況（平成27年4月1日現在）

実施機関
個人情報ファイル

登録票
外部委託
（附表）

目的外利用 外部提供



[第1回] ［２６諮問第１号］ 5月28日

5/28(水)

［２６諮問第２号］ ［２６答申第２号］

［２６諮問第３号］ ［２６答申第３号］

［２６諮問第４号］ ［２６答申第４号］

［２６諮問第５号］ ［２６答申第５号］

[第２回] ［２６諮問第６号］ 7月31日 ［２６答申第６号］

7/31(木)

［２６諮問第７号］ ［２６答申第７号］

［２６諮問第８号］ ［２６答申第８号］

[第３回] ［２６諮問第９号］ 9月10日 ［２６答申第９号］

9/10(水)

［２６諮問第１０号］ ［２６答申第１０号］

［２６諮問第１１号］ ［２６答申第１１号］

［２６諮問第１２号］ ［２６答申第１２号］

［２６諮問第１３号］ ［２６答申第１３号］

[第４回] ［２６諮問第１４号］ 12月16日 ［２６答申第１４号］

12/16(火)

［２６諮問第１５号］ ［２６答申第１５号］

　

「東京都ひきこもりサポートネット」利用者情報
の本人以外からの収集

「東京都ひきこもりサポートネット」相談受付シ
ステムとの電子計算機の結合

災害時要援護者支援データベースの「災害時
要援護者管理システム」への移行及び保守委
託に係る措置

「東京都ひきこもりサポートネット」相談受付シ
ステムとの電子計算機の結合

災害時要援護者支援データベースの「災害時
要援護者管理システム」への移行及び保守委
託に係る措置

「こども１１０番の家」登録者に関する保有個
人情報の目的外利用

「こども１１０番の家」登録者に関する保有個
人情報の目的外利用

認知症早期診断・早期対応事業に係る保有
個人情報の外部提供

身分証明事項管理業務に係る電算処理

総合窓口開設における窓口業務委託に係る
措置

豊島区行政情報公開・個人情報保護審議会
条例の一部改正について

２　審議会意見聴取項目に係る諮問・答申状況

諮問・報告
開催月日

答申月日諮問事項 答申内容

総合窓口開設における窓口業務委託に係る
措置

豊島区行政情報公開・個人情報保護審議会
条例の一部改正について

国民健康保険料の滞納者に対する訪問催告
業務の委託に係る措置

介護保険料の滞納者に対する訪問催告業務
の委託に係る措置

豊島区住民記録システム開発に伴うデータ入
力の追加について

「東京都ひきこもりサポートネット」への個人情
報の外部提供

「東京都ひきこもりサポートネット」への個人情
報の外部提供

【上記事項について承認】

【上記事項について承認】

校務用LANパソコンと金融機関の集金システ
ムとの結合

校務用LANパソコンと金融機関の集金システ
ムとの結合

【２６諮問第１号については取下げ】

コールセンター業務の委託に係る措置 コールセンター業務の委託に係る措置

生活保護受給者金銭管理支援プログラム事
業の実施委託に係る措置

生活保護受給者金銭管理支援プログラム事
業の実施委託に係る措置

「東京都ひきこもりサポートネット」利用者情報
の本人以外からの収集

認知症早期診断・早期対応事業に係る保有
個人情報の外部提供

身分証明事項管理業務に係る電算処理

【上記事項について承認】

国民健康保険料の滞納者に対する訪問催告
業務の委託に係る措置

介護保険料の滞納者に対する訪問催告業務
の委託に係る措置



諮問・報告
開催月日

答申月日諮問事項 答申内容

［２６諮問第１６号］ ［２６答申第１６号］

［２６諮問第１７号］ ［２６答申第１７号］

［２６諮問第１８号］ ［２６答申第１８号］

［２６諮問第１９号］ ［２６答申第１９号］

［２６諮問第２０号］ ［２６答申第２０号］

[第５回] ［２６諮問第２１号］ 2月3日 ［２６答申第２１号］

2/3(火)

［２６諮問第２２号］ ［２６答申第２２号］

［２６諮問第２３号］ ［２６答申第２３号］

［２６諮問第２４号］ ［２６答申第２４号］

［２６諮問第２８号］ ［２６答申第２８号］

[第６回] ［２６諮問第２５号］ 3月25日 ［２６答申第２５号］

3/25(水)

［２６諮問第２６号］ ［２６答申第２６号］

［２６諮問第２７号］ ［２６答申第２７号］

［２６諮問第２９号］ ［２６答申第２９号］

豊島区立学校図書館運営業務の委託に係る
措置

食品衛生システム構築のためのデータ入力
処理・保守の委託に係る措置

医務・薬事システムによる個人情報の電算処
理

医務・薬事システム構築のためのデータ入力
処理・保守の委託に係る措置

豊島区個人情報保護条例の全部改正

全国視覚障害者情報提供施設協会のＷｅｂ図
書館システム保守業務の委託に係る措置

被保険者の健康保持増進のために必要な事
業促進に伴う国保データベース（KDB）システ
ムにおける個人情報の目的外利用

介護保険の給付適正化のために必要な国保
データベース（KDB）システムにおける個人情
報の目的外利用

新庁舎の保健所出張窓口及び池袋保健所窓
口における業務の委託に係る措置

年金生活者支援給付金支給準備事業に係る
個人情報の目的外利用

年金生活者支援給付金支給準備事業に係る
国民年金システムによる個人情報の電算処
理

年金生活者支援給付金支給準備事業の業務
委託に係る措置

全国視覚障害者情報提供施設協会のＷｅｂ図
書館システムとの電子計算機の結合

新庁舎の保健所出張窓口及び池袋保健所窓
口における業務の委託に係る措置

全国視覚障害者情報提供施設協会のＷｅｂ図
書館システム保守業務の委託に係る措置

【上記事項について承認】

全国視覚障害者情報提供施設協会のＷｅｂ図
書館システムとの電子計算機の結合

年金生活者支援給付金支給準備事業に係る
個人情報の目的外利用

年金生活者支援給付金支給準備事業に係る
国民年金システムによる個人情報の電算処
理

年金生活者支援給付金支給準備事業の業務
委託に係る措置

【上記事項について承認】

【上記事項について承認】

被保険者の健康保持増進のために必要な事
業促進に伴う国保データベース（KDB）システ
ムにおける個人情報の目的外利用

介護保険の給付適正化のために必要な国保
データベース（KDB）システムにおける個人情
報の目的外利用

新庁舎の保健所出張窓口及び池袋保健所窓
口における業務の委託に係る措置

新庁舎の保健所出張窓口及び池袋保健所窓
口における業務の委託に係る措置

食品衛生システム構築のためのデータ入力
処理・保守の委託に係る措置

医務・薬事システムによる個人情報の電算処
理

医務・薬事システム構築のためのデータ入力
処理・保守の委託に係る措置

豊島区個人情報保護条例の全部改正

豊島区立学校図書館運営業務の委託に係る
措置



３ 保有個人情報の開示、訂正、削除、利用又は提供の中止請求の処理状況

全部 一部

開示 44 22 12 9 (7) 2 33 2

訂正 5 5

削除

中止

全部 一部

開示 10 3 4 3 (3) 1 6

訂正

削除

中止

全部 一部

開示 9 4 2 3 (2) 1 6

訂正 1 1

削除

中止

全部 一部

開示 11 3 5 3 (2) 8

訂正

削除

中止

全部 一部

開示 14 2 11 13 2

訂正 4 4

削除

中止

※受付件数と決定内容の合計数が異なるのは、１件の受付で複数の決定がなされたものがあったため

未決定 閲覧
写しの
交付

視聴
請求区分 受付 応じられない

（不存在）
却下

開示方法決定内容

応じる
取下げ

請求区分 受付

決定内容 開示方法

応じる 応じられない
（不存在）

却下 取下げ 未決定 閲覧
写しの
交付

視聴

請求区分 受付

決定内容 開示方法

応じる 応じられない
（不存在）

却下 取下げ 未決定 閲覧
写しの
交付

視聴

請求区分 受付

決定内容 開示方法

応じる 応じられない
（不存在）

却下 取下げ 未決定 閲覧
写しの
交付

視聴

視聴

（第１四半期　４月～６月）

（第２四半期　７月～９月）

（第３四半期　１０月～１２月）

（第４四半期　１月～３月）

請求区分 受付

決定内容 開示方法

応じる 応じられない
（不存在）

却下 取下げ 未決定 閲覧
写しの
交付



（1） 実施機関別内訳

全部 一部

開示 44 22 12 9 (7) 0 0 0 2 33 2

訂正 5 5 0

削除

中止

開示 0 0 0 0 (0) 0 0

訂正

削除

中止

開示 2 1 1 0 (0) 0 2

訂正

削除

中止

開示 21 5 7 8 (6) 2 11

訂正

削除

中止

開示 18 0 0 0 (0) 0 0 2

訂正 5 5

削除

中止

開示 4 2 1 1 (1) 0 3

訂正

削除

中止

開示 0 0 0 0 (0) 0 0 0

訂正 (0)

削除

中止

開示 44 22 12 9 (7) 0 0 0 2 33 2

訂正 5 0 0 5 (0) 0 0 0

削除 0 0 0 0 0 0 0 0

中止 0 0 0 0 0 0 0 0

実施機関 受　付

区 長

政策経営部

総務部

区民部

保健福祉部

請求
区分

公開方法処理状況

合　　計

応じる 応じられない
（うち不存在）

却下 取下げ 未決定 閲　覧
写しの
交　付

視　聴

子ども家庭部

教育委員会



全部 一部

開示 10 3 4 3 (3) 1 6

訂正

削除

中止

開示

訂正

削除

中止

開示 1 1 1

訂正

削除

中止

開示 5 1 2 2 (2) 1 2

訂正

削除

中止

開示 3 2 1 3

訂正

削除

中止

開示 1 1 (1)

訂正

削除

中止

開示

訂正

削除

中止

開示 10 3 4 3 (3) 1 6

訂正

削除

中止

（第１四半期　４月～６月）

子ども家庭部

教育委員会

合　　計

総務部

区民部

保健福祉部

閲　覧
写しの
交　付

視　聴

区 長

政策経営部

実施機関
請求
区分

受　付

処理状況 公開方法

応じる 応じられない
（うち不存在） 却下 取下げ 未決定



全部 一部

開示 9 4 2 3 (2) 1 6

訂正 1 1

削除

中止

開示

訂正

削除

中止

開示

訂正

削除

中止

開示 7 4 3 (2) 1 4

訂正

削除

中止

開示 1 1 1

訂正 1 1

削除

中止

開示 1 1 1

訂正

削除

中止

開示

訂正

削除

中止

開示 9 4 2 3 (2) 1 6

訂正 1 1

削除

中止

（第２四半期　７月～９月）

子ども家庭部

教育委員会

合　　計

総務部

区民部

保健福祉部

閲　覧
写しの
交　付

視　聴

区 長

政策経営部

実施機関
請求
区分

受　付

処理状況 公開方法

応じる 応じられない
（うち不存在） 却下 取下げ 未決定



全部 一部

開示 11 3 5 3 (2) 8

訂正

削除

中止

開示

訂正

削除

中止

開示

訂正

削除

中止

開示 6 3 3 (2) 3

訂正

削除

中止

開示 3 1 2 3

訂正

削除

中止

開示 2 1 1 2

訂正

削除

中止

開示

訂正

削除

中止

開示 11 3 5 3 (2) 8

訂正

削除

中止

（第３四半期　１０月～１２月）

子ども家庭部

教育委員会

合　　計

総務部

区民部

保健福祉部

閲　覧
写しの
交　付

視　聴

区 長

政策経営部

実施機関
請求
区分

受　付

処理状況 公開方法

応じる 応じられない
（うち不存在） 却下 取下げ 未決定



全部 一部

開示 14 2 11 13 2

訂正 4 4

削除

中止

開示

訂正

削除

中止

開示

訂正

削除

中止

開示 3 1 1 2

訂正

削除

中止

開示 11 10 1 11 2

訂正 4 4

削除

中止

開示

訂正

削除

中止

開示

訂正

削除

中止

開示 14 2 11 13 2

訂正 4 4

削除

中止

（第４四半期　１月～３月）

子ども家庭部

教育委員会

合　　計

総務部

区民部

保健福祉部

閲　覧
写しの
交　付

視　聴

区 長

政策経営部

実施機関
請求
区分

受　付

処理状況 公開方法

応じる 応じられない
（うち不存在） 却下 取下げ 未決定



(2)開示請求内容別内訳

（第１四半期 4～6月）

受付日 非開示部分

決定日 非開示理由

4月7日

4月14日

4月8日

4月18日

4月17日

4月24日

4月30日

5月14日

5月8日

5月22日

5月30日

6月10日

6月2日

6月2日

6月2日

6月6日

6月23日

7月4日

6月24日

7月8日

10 私の平成25年10月31日から平成26年6
月24日までの保護世帯台帳 開示 - ○ 西部生活福祉課

8 私が平成１１年秋頃、子ども家庭・女性
相談係に相談した記録

非開示 - -

○

当該期間の請求者に係る住民基本台帳の閲
覧履歴については、不存在

区民課

不存在
保存年限を超えているため

子育て支援課

私の住民票の写し等交付請求書
（平成26年4月13日から平成26年4月17
日までの分）

非開示 - -

不存在
請求期間に対応する請求書は存在しないため 区民課

私の戸籍謄本及び附票の職務上請求
書

部分開示 ○ -

私の住民票の写し等交付請求書
（保存期間内のものすべて） 非開示 - -

不存在
請求期間に対応する請求書は存在しないため

1 私が生活保護受給中に知人に書かせ
た念書

部分開示 - ○

番号
請求内容

決定
内容

閲覧

2 私の住民票の写し等交付請求書
（平成26年1月4日から平成26年4月8日
までの分）

開示 - ○ 区民課

生活福祉課

写し
交付

所管課

念書作成者の印影

開示することにより、開示請求者以外のものの
権利利益を不当に害すると認められるため。
（条例第18条第3号）

＜戸籍謄本等請求書並びに委任状＞・頼まれ
てきた人の住所,氏名、電話番号、生年月日、
関係
・添付された委任状の代理人の住所、氏名
＜戸籍謄本等職務請求書＞
・事件の種類、代理手続の種類及び戸籍の記
載事項の利用目的
・請求者の所属弁護士会名、弁護士氏名、登
録番号、電話番号、印影
・職務請求書のナンバー

① 請求者以外の保有個人情報を漏らすことに
なるため
（条例第18条第2号該当）
②開示請求者以外のものの権利利益を不当に
害すると認められるため
（条例第18条第3号該当）

○ 総務課

○ 介護保険課

7 私と区との間での調停調書

開示 -

6

3

4

区民課

5

区民課

私の平成26年5月20日認定の介護保険
認定調査票、主治医意見書 開示 -

9 私の住民票の写し等交付請求書、住民
基本台帳の閲覧履歴
（平成26年3月1日から平成26年6月22
日までの分）

部分開示 -



（第２四半期 7～9月）

受付日 非開示部分

決定日 非開示理由

7月9日

7月17日

7月16日

7月23日

13

欠番

7月22日

7月29日

8月5日

8月19日

8月12日

8月25日

9月2日

9月9日

9月9日

9月16日

9月9日

9月22日

9月9日

9月22日

私の戸籍の附票について、平成26年7
月22日から平成26年8月8日までの交
付申請書の写し 非開示

非開示 - -

-

不存在
請求期間の戸籍附票の交付申請は存在しない
ため

-

不存在
請求期間に対応する請求書は存在しないため

区民課

12 私の子に係る転出届の写し

-

14 私の平成26年6月転入日から平成26年
7月22日までの住民票の写し等交付請
求書

非開示 ○

「住民票の写し等交付申請書」の交付を受けた
い者の氏名欄にある氏名、「（別紙）住民票の
写し交付申請一覧表」にある開示請求者以外
の氏名・フリガナ・生年月日・住所

開示請求人以外に個人情報をもらすことになる
ため
（条例第18条第2号）

区民課

私の過去の前科に関する犯罪記録の
すべて

11 平成26年7月8日に私が提出した①福
祉事務所からの重要事項の説明・確認
書②生活保護法第78条の2の規定によ
る保護金品等の徴収金の納入に充て
る旨の申出書③同意書

開示 - ○

部分開示 - ○

転出届の窓口来庁者の電話番号、新世帯主の
電話番号

開示請求者以外の者に関する保有個人情報を
漏らすことになるため
（条例第18条第2号）

区民課

生活福祉課

個人の評価、診断、判定、指導、相談、推薦、
選考等に関する保有個人情報であって、本人
に開示しないことが相当である
（条例第18条第5号）

区民課

16

区民課

18

保育園課

15

17 私の住民票の写し等交付請求書
（平成25年4月1日から平成26年9月2日
までの分）

部分開示 - ○

住民票の写し等交付請求における窓口に来た
方の電話番号

開示請求人以外に個人情報をもらすことになる
ため
（条例第18条第2号）

区民課

- ○

20 私の住民票の写し等交付請求書
（平成26年5月1日から平成26年9月9日
までの分）
①平成26年9月1日交付分

部分開示 - ○

「住民票の写し等交付申請書」の交付を受けた
い者の氏名欄にある氏名、「（別紙）住民票の
写し交付申請一覧表」にある開示請求者以外
の氏名・フリガナ・生年月日・住所

開示請求人以外に個人情報をもらすことになる
ため
（条例第18条第2号）

区民課

私の長女に係る保育要録

開示 - ○

番号
請求内容

決定
内容

閲覧
写し
交付

所管課

19 私の住民票の写し等交付請求書
（平成26年5月1日から平成26年9月9日
までの分）

部分開示



（第３四半期 10～12月）

受付日 非開示部分

決定日 非開示理由

10月9日

10月17日

10月14日

10月20日

10月14日

10月21日

10月17日

10月28日

10月31日

11月6日

11月17日

12月1

11月25日

12月5日

12月10日

12月16日

12月15日

12月18日

12月19日

1月5日

12月26日

1月9日

②の国民年金に関する資料は不存在

西部生活福祉課

31 ①私の平成26年6月24日から12月26日
まで請求にかかる保護世帯台帳
②私の国民年金に関して、西部福祉課
及び同担当職員が行った調査に関する
資料
③平成26年12月26日に、同課職員が
私宅で収録した音声録音記録

部分開示 - ○

私のエポック10平成26年3月法律相
談、平成26年11月DV専門相談、平成
26年11月19日男女平等推進センターで
行われたDV専門相談後の面接相談に
おける記録 部分開示 - ○

面接相談記録の第三者の個人情報の記載部
分

開示請求人以外に個人情報をもらすことになる
ため
（条例第18条第2号）

法律専門相談及びDV専門相談の記録につい
ては、行政情報として政策しておらず不存在

男女平等推進センター

30

子育て支援課

○

○

第三者の職業、年齢、所属、健康に係る記載
及び相談員が助言した内容の一部の記載

開示請求者以外の者に関する保有個人情報を
漏らすことになるため（条例18条第3号）
個人の相談、指導内容で開示しないことが相当
であるため（条例18条第5号）

29 私の住民票の写し等交付請求書
平成26年11 月1日～平成26年12月15
日

非開示 - -

不存在
請求期間に対応する請求書は存在しないため

28

27

非開示

私の子育て支援課の家庭相談で平成
26年5月から12月に相談し3回の記録

部分開示 -

25 私の要介護認定・要支援認定結果の履
歴 開示 - ○ 介護保険課

私が平成22年2月3日に区民ひろば清
和に提出した個人利用申請書の写し 開示 - ○

不存在
請求期間に対応する請求書は存在しないため

26

22

区民課

私の父の平成24年要介護認定調査に
あたり作成された、要介護認定調査
票、及び、主治医意見書
有料老人ホームから豊島区に提出され
た私の父に関する事故報告書のすべて

部分開示 - ○

有料老人ホームからの事故報告書は取得して
おらず不存在

23 私の戸籍謄本、住民票の写し等交付請
求書
平成25年10月～平成26年10月14日

開示 - ○

- -

区民課

24 私の印鑑登録申請書、印鑑登録証明
書の交付申請書
平成22年10月20日～平成22年12月1
日

非開示

私の住民票の写し等交付請求書
平成26年8月15日～平成26年10月14
日 開示 - ○

印鑑登録申請書は非開示
（印鑑条例第23条）
印鑑登録証明書の交付申請書については、保
存年限経過により廃棄済みのため不存在

区民課

21 私の母についての介護保険認定調査
票
平成14年4月～平成26年3月

部分開示 - ○

- -

私の住民票の写し等交付請求書
平成25年4月1日から平成26年11月25
日までの分

私の平成26年11月（2回）東部子ども家
庭支援センターで相談した相談記録 開示 -

介護保険課

区民課

地域区民ひろば課

平成14年5月認定分から平成17年4月認定分
の介護保険認定調査票は、保存期限を過ぎた
ため廃棄済で不存在

介護保険課

区民課

番号
請求内容

決定
内容

閲覧
写し
交付

所管課



（第４四半期 1～3月）

受付日 非開示部分

決定日 非開示理由

1月16日

1月27日

1月29日

2月12日

2月2日

2月12日

2月4日

2月16日

2月5日

2月9日

2月17日

2月19日

3月5日

2月25日

3月11日

2月25日

3月11日

3月6日

3月9日

3月13日

3月18日

3月13日

3月27日

3月13日

3月27日

3月31日

4月14日

45 請求人にかかる2015（平成２７）年2月
の嘱託医協議の内容を示すもの
患者（個別）検討票など、協議事項・所
見等を記載したもの

開示 - ○ 西部生活福祉課

44 請求人にかかる2015（平成２７）年2月
受理の主治医による病状報告書及び
嘱託医協議に用いた、医療要否意見書
レセプト等の文書

開示 - ○ 西部生活福祉課

43 私の亡祖母の平成21年の要介護認定
に係る「認定調査票」及び「主治医意見
書」

開示 - ○

42 私の亡母の最終の要介護認定結果通
知 開示 - ○ 介護保険課

介護保険課

40 ・請求人にかかる保護世帯台帳（平成
26年12月26日以降請求日まで）
・請求人が平成27年2月25日に来所面
接した際に担当職員が収録した音声記
録

開示 視聴 ○ 西部生活福祉課

39 被後見人についての要介護認定に係る
認定調査票及び主治医意見書 開示 - ○ 介護保険課

41 私が７年前くらいに提出した池袋○○
XX号室の競売の裁判記録 開示 - ○ 西部生活福祉課

区民課

- ○ 西部生活福祉課

○ 介護保険課

38 私の住民票の写し等交付請求書
平成26年2月20日から平成27年2月19
日まで

部分開示 - ○

住民票申請について、担当者氏名、社判印影

開示請求者以外の者の権利利益を不当に害
すると認められるため（条例18条第3号）

区民課

33

34

37 私の平成24年9月～平成27年2月17日
までの印鑑証明交付申請書 取下げ - -

36 被後見人についての要介護認定に係る
認定調査票 開示 -

35 私に関する
・平成24年6月28日付　63条適用対象
予定資産の確認についての資料

開示

32 私の父の要介護認定に係る認定調査
票及び主治医意見書

部分開示 - ○

平成20年7月以前の要介護認定申請に係る主
治医意見書

主治医の同意が得られなかったため
介護保険課

私が平成22年2月3日に区民ひろば清
和に提出した個人利用申請書の写し 開示 - ○

請求人にかかる
①平成26年8月29日付　病状報告書
②平成26年10月22日、「嘱託医協議」
に付した「医療意見書とレセプト」ほか
協議内容を示すもの

開示 - ○ 西部生活福祉課

地域区民ひろば課

番号
請求内容

決定
内容

閲覧
写し
交付

所管課



(3）訂正、削除、利用または提供の中止請求別内容内訳

受付日 開示・非開示部分

決定日 非開示理由

7月16日

8月6日

1月29日

2月12日

2月25日

3月11日

3月18日

3月27日

3月31日

4月14日

「保護世帯台帳」は時系列で記録している。した
がって遡って削除・訂正をすることには応じられな
い。また、内容に齟齬はないので、削除・訂正には
応じられないが、訂正請求書の提出があったこと、
及びその内容について保護世帯台帳に記録して
いる。

西部生活福祉課

4 私の「保護世帯台帳」の訂正

応じられない - -

「保護世帯台帳」は時系列で記録してるため遡って
訂正をすることには応じられない。また、保護世帯
台帳の記載内容と請求者の訂正内容の趣旨に齟
齬がないため、追記等の処理も行わない。

西部生活福祉課

2 私の「保護世帯台帳」の訂正

応じられない - -

西部生活福祉課

訂　　　正

1 私の「保護世帯台帳」に含まれる面談面接記録の
訂正

応じられない - -

「保護世帯台帳」は時系列で記録しているため
遡って訂正をすることには応じられない。請求人が
主張しているような発言の事実はない。なお、把握
した内容の誤り、記載内容の不足などが判明した
際には、必要に応じて新な記録の追記・保護の変
更などを行っている。

番号
請求内容

決定
内容

閲覧
写し
交付

所管課

3 「保護世帯台帳」は時系列で記録しているため
遡って訂正をすることには応じられない。
また、内容について、客観的な第三者の意見をそ
のまま世帯台帳に記入したもので、保護を適正に
実施するために必要な内容であるため削除には
応じられない。

西部生活福祉課

私に関する「病状報告書」の記載を削除する形で
の訂正
私に関する「患者（個別）検討票」中、「担当員から
委託医への協議事項」・「嘱託医の所見」欄の記載
を削除する形での訂正
私の「保護世帯台帳」について、記載内容の削除
および訂正

応じられない - -

「保護世帯台帳」は時系列で記録しているため
遡って訂正をすることには応じられない。
また、内容について、客観的な第三者の意見をそ
のまま世帯台帳に記入したもので、保護を適正に
実施するために必要な内容であるため削除には
応じられない。

西部生活福祉課

5 私に関する「病状報告書」の記載を削除する形で
の訂正
私に関する「患者（個別）検討票」中、「担当員から
委託医への協議事項」・「嘱託医の所見」欄の記載
を削除する形での訂正
私の「保護世帯台帳」について、記載内容の削除
および訂正

応じられない - -



４　個人情報保護制度に係る不服申立ての状況

【継続】

訂正等請求年月日　　　　 平成２６年　７月　１６日

原処分決定年月日　　　 平成２６年　８月６日

不服申立て年月日　　　 平成２６年８月６日

審査会諮問年月日 平成２６年１０月２１日

審査会答申年月日 平成２７年　３月　１１日

不服申立てに対す

る決定年月日

訂正等請求の内容 申立人にかかる「保護世帯台帳」に含まれる面談面接記録の訂正

原処分 訂正の請求には応じられない

原処分の理由

「保護世帯台帳」はケースワーク担当者の業務記録としての側面もあることから、時系列
に記録するものであり、遡っての削除や訂正には応じられない。
また、把握内容の誤り、記載内容の不足等が判明した場合には、その時点において、必
要に応じて新たな記録の追加や変更などを行うものである。

不服申立ての趣旨 申立人にかかる「保護世帯台帳」に含まれる面談面接記録の訂正せよ。

原処分の変更内容

審査会答申の趣旨
ケースワーク担当者の記録性から個人情報保護制度での訂正を認めないとすることは、
被保護者の利益を配慮していることでもあり、追記の方法で誤りを正すことが適当であ
る。

不服申立てに
対する決定内容

経   過

（諮問第８０号）

（答申第６８号）

平成　年　月　　日


